
国 際 的 な 取 組

『リサーチツールを研究で円滑に使用するためのガイドライ
ン』 （1999）

政府資金を原資とする研究開発より得られたリサーチツー
ルを研究において円滑に使用するためのガイドライン

リサーチツールの自由な普及を担保すること
Simple Letter Agreement（教育または非営利目的使

用のみ。無料または実費）の使用

NIH（米国国立衛生研究所）

（参考）総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会ライフサイエンス
分野における知的財産の保護・活用等に関する検討プロジェクトチーム
（第１回）室伏委員提出資料 (2008年9月19日）

『遺伝子関連発明のライセンス供与に関するOECDガイドラ
イン』 （2006）

◇ベストプラクティス

権利者は、研究及び調査の目的のために遺伝子関連発

明を広範にライセンス供与すべきである。
ライセンス契約は、遺伝子関連発明へのアクセスに対し

て低いバリアを維持するような条件を含むべきである。例え
ば、過大な前払い手数料をライセンス契約に盛り込まないこ
とがあげられる。

OECD

（参考）総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会ライフサイエンス
分野における知的財産の保護・活用等に関する検討プロジェクトチーム
（第１回）隅藏委員提出資料 (2008年9月19日）
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（特許権の効力）
第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を

専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したとき
は、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する
範囲については、この限りでない。

◇業として→必ずしも営利を目的とする場合に限られない

（特許権の効力が及ばない範囲）
第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許
発明の実施には、及ばない。

◇試験・研究の例外範囲（通説）
対象：特許発明自体
目的：技術の進歩

①特許性調査
②機能調査
③改良・発展を目的とする試験

特許権の効力とその例外 ～特許法～

（参考）中山信弘編「注解 特許法〔第三版〕・上巻」青林書院（2000年）

（参考）染野啓子「試験・研究における特許発明の実施（Ⅰ）」AIPPI 33巻（1988年）

科学者が実験室内で使うあらゆる資源

例）遺伝子改変マウス等のモデル動物、PCR 等の実験装
置・機器、スクリーニング方法等の方法、データベース
やソフトウェア等

リサーチツール

多くは特許発明それ自体を研究対象とする場合（例えば遺
伝子特許について特許明細書に記載された機能を確認する
場合等）に当たらないため、第69条第１項の適用は否定され
ると考えられる。

（参考）特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ
「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」(2004年）
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『『ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許のライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の
使用の円滑化に関する指針使用の円滑化に関する指針』』（（20072007））

我 が 国 の 取 組

特許権者 研究機関【ライセンスの考え方】

イノベーションに向けて研究開発を促進するため、
大学等や民間企業のリサーチツール特許の使用を円滑化

【目的】

大学等

民間企業

大学等

民間企業

大学等

民間企業

大学等

民間企業

・過去の対価実績

【統合データベース】

研究段階での使用に対し

合理的な対価（又は無償）で

非排他的にライセンス供与

※本指針の普及や実施の状況についてフォローアップを行う。

指針の概要

（例外）商品化され一般に提供されている場合
事業戦略上の支障がある場合

（迅速な契約とアクセスの改善）

・交渉先

・リサーチツールの種類 ・ライセンス条件

総合科学技術会議

（資料）内閣府 第64回総合科学技術会議資料（2007年3月1日）

「リサーチツール特許」とは、ライフサイエンス分野において研究を行うた
めの道具として使用される物又は方法に関する日本特許をいう。これに
は、実験用動植物、細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方法などに
関する特許が含まれる。

リサーチツール特許の定義

関係府省は、大学等や民間企業が所有し供与可能なリサーチツール特
許や特許に係る有体物等について、リサーチツールの種類、特許番号、
使用条件、ライセンス期間、ライセンス対価（参考となる過去の対価実績）、
支払条件、交渉のための連絡先等を含め、その使用促進につながる情
報を公開し、一括して検索を可能とする統合データベースを構築する。

統合ＤＢの構築
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リサーチツール特許データベースの構築

ライフサイエンス分野における

リサーチツール特許などに係るデータベース
厚生労働省

独立行政法人

民間企業

その他

農林水産省

経済産業省

文部科学省

大学等

関係府省（財務省 他）

独立行政法人

その他

大学等
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財団法人

民間企業

その他

その他

独立行政法人

特許庁

入力

情報入力窓口

相互リンク

相互リンク

RT特許関連情報

RT特許関連情報

大学等の各機関が取得している特許関連情報（既存

DBに登録済みのものも含まれる）

ライフサイエンス分野におけるRTに関連した既存の

データベース

リサーチツールデータベース*によって、

リサーチツール情報（リサーチツール特許を含む）検索が容易になります

RT特許DB

*リサーチツールデータベース（RTDB）では、RT特許に関するDB（＝RT特許DB)や、各府省所管の機関が運営して
いる様々なDB間にリンクが形成され、RT情報（RT特許関連情報を含む）の検索に関する利便性を計っています。

（資料）内閣府総合科学技術会議作成
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RT特許関連情報

RT特許関連情報

大学等の各機関が取得している特許関連情報（既存

DBに登録済みのものも含まれる）

ライフサイエンス分野におけるRTに関連した既存の

データベース

リサーチツールデータベース*によって、

リサーチツール情報（リサーチツール特許を含む）検索が容易になります

RT特許DB

*リサーチツールデータベース（RTDB）では、RT特許に関するDB（＝RT特許DB)や、各府省所管の機関が運営して
いる様々なDB間にリンクが形成され、RT情報（RT特許関連情報を含む）の検索に関する利便性を計っています。

（資料）内閣府総合科学技術会議作成
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